ＪＡ丹波ささやまでは、「果樹経営支援対策事業（国庫補助）」を活用して、生産販売を目的とした「丹波篠山栗」の新規植栽に要する経費を助成します。

【補助内容】
	
	補助内容
	備考

	新規植栽
	15万円/10a
	

	未収益期間対策
	5.5万円/10a×４年分
	

	小規模園地整備
（園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良、排水路の整備）
	事業費の１/２以内
	※収入保険制度への加入が必須


※補助金は予算の範囲内で減額となる可能性があります。
※新規植栽の品種は、地域奨励品種や今後需要が見込まれる新品種（銀寄、筑波、丹沢 等）

【事業実施の要件】
	面積要件
	新植は５a以上とし、植栽後の経営面積が概ね１０a以上となること

	対象地
	①植栽農地が農振農用地であること。
②地域計画の目標地図に位置付けられた者（見込み含む）が将来にわたって
営農を行うことが確実な園地。

	その他
	①植栽方法は、兵庫県果樹栽培指針に基づきます。
②申請に必要な書類等は申請者が準備いただくこととなります。
※小規模園地整備事業の申請は三者以上の工事見積が必要となります。


　
　【スケジュール】
　　植栽希望申請の受付（5月）⇒申請地巡回審査（６月）⇒申請書作成提出（７月）
　　⇒植栽工事の実施（年末から年明け）

【申込方法】　　営農部又は最寄の支店に備え付けております植栽希望申込書に必要事項を記入のうえ、提出ください。
　　　　　　　  ※申込書はJA丹波ささやまホームページ内の営農情報からもダウンロードできます。

【申込期日】　　令和８年５月２９日（金）
【問合せ先】　　ＪＡ丹波ささやま営農部　営農指導課（℡079-556-2355）
